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I. はじめに

中野正俊

すでに周知の通り，中華人民共和国（以下単に中国と言う）すなわち

中国の信託法は，単行法として， 2001年4月28日第 9回全国人民代表大

会常務委員会第21次会議において，法律第50号として通過し，同日 4月
(1) 

28日に公布，同年10月1日から施行されている。

信託制度は，英米法系に属するものであるが，大陸法系に属する中国

において信託法を導入したことは，アジア諸国において1882年のインド

- 59-



信託法研究第28号 (2003)

信託法 (1882年 3 月 1 日〗蘭化， 1922年の日本信託法 (1922年 4 月 21 日
公布， 1923年 1月1日施行）， 1961年の韓国信託法 (1961年12月30日施
}Q (5) 

打）， 1996年の台湾信託法 (1996年 1月26日施行）に継いで， 5番目と
(6) 

なる。中国は，この度の信託法の制定によって，最新の信託法を有する

国と言うことができる。

前述したように，中国信託法は，最新の法制であるので，立法論とし

て，如何なる内容を有する法制になっているのか関心のあるところであ

る。

そこで，中国信託法を概観し，主に問題になると思われる条文を摘出

して，わが信託法と比較しながら，各条文について解釈論の観点から，
(7) 

その是非を考察してみたい。

(1) 中国信託法の日本語翻訳については，亜細亜大学大学院信託法研究会

訳「中華人民共和国信託法」法律のひろば第54巻12号72頁以下参照，李

飛「中華人民共和国信託法」信託第212号34頁以下参照。

(2) インドは大陸法系に属する国ではないが， 1882年のインド信託法は，

1872年のカリフォルニア州民法典と同様，わが信託法の母法と言われて

いる（山田 昭・信託立法過程の研究96~ 7頁参照）。

(3) 浜田徳海「印度信託法概論（1)」信託協会会報第 8巻第 5号 1頁以下か

ら「印度信託法概論(7)」信託協会会報第10巻 2号28頁に亘って詳細なる

研究がある。中野「インド信託法序説(1)」法学志林第78巻第 1 • 2合併

号41頁以下，同「インド信託法序説（2.完）」法学志林第78巻第3号43

頁以下，同「インド信託法上の問題点について一同法の改正問題を手懸

りとして一」信託第125号34頁以下参照。

(4) 中野「韓国信託法について」亜細亜法学第24巻第 1号 1頁以下参照，

張亨龍著・日本信託銀行信託法研究会訳・韓国信託法概論（有信堂

1992年）。

(5) 山田 昭「台湾の信託法について(1)」創価経営論集第16巻 2。3合併

号19頁以下，同「台湾の信託法について（2.完）」創価経営論集第23巻

3号83頁以下，畠山文三「台湾信託法」信託186号77頁以下参照。

- 60 -



中国信託法について

(6) 単行法ではないが，フィリピン民法典第1440条乃至第1457条に信託に

関する規定が存する。詳細は，長岐郁也「フィリピン信託法ーその構成

と日本信託法との比較を中心として一」亜細亜大学アジア研究所紀要第

28号176頁以下参照。

(7) 中国信託法の詳細なる研究については，別に，中野「中華人民共和国

信託法一条文とコメントー(1)」亜細亜法学第36巻第 2号19頁以下，同

「中華人民共和国信託法一条文とコメント一{2)」亜細亜法学第37巻第 1号

19頁，同「中華人民共和国信託法一条文とコメント一(3)」亜細亜法学第

38巻第 1号67頁以下，同「中華人民共和国信託法一条文とコメントー

(4.完）」亜細亜法学第38巻第 2号参照。上記の論文は，中国信託法に

は立法論として多くの条文に問題点が見られるので，解釈論でカバーで

きることを意図して，他国の立法例を紹介しながら，検討したものであ

る。

Il．中国信託法制定の経緯

金融の国際化を国是とする中国は，法典化運動の一貰として， 1993年

7月頃から，全国人民代表大会財政経済委員会を中心に，大学教授及び

実務家が加わり，本格的に信託法に関する立法作業に取り掛かってき
(1) 

た。 1994年の夏から秋にかけて，信託法起草委員会により「営業信託」
(2) 

に関する規定も併記した第 1草案が完成された。第 1草案は，第 1章か

ら第11章まで，全文第175条をもって構成されていた。
(3) 

その後， 1996年7月に第 5草案が完成された。第 5草案は，営業信託

の規定も併記したもので，第 1章から第 6章までで，全文98条をもって

構成されていた。第 5草案では，数多くの条文に問題点が見られたが，
(4) 

とくに定義規定について「財産の移転」と規定されていた。

その後，第 1章から第 6章まで，全文第125条をもって構成された第
(5) 

6草案が完成されている。私が関与したのはここまでで，今回制定され
(6) (7) 

た信託法を含め，その後のことは把握していないところである。

第1草案から第 6草案までの流れを比較してみると，一貫して営業信
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託に関する規定が設けられていたが，その後起草委員会のメンバーの交

代があったということもあって，各条文の修正。変更とともに，今回制

定された中国信託法は「営業信託」に関する規定が除かれている。

(1) 江平・周小明「中国における信託法制定に関する若干の構想

（上）」法律のひろば第47巻第 7号47頁以下，同「中国における信託法制

定に関する若干の構想（下）」法律のひろば第47巻第 8号61頁以下，中野

「中華人民共和国における信託法制定の動向」亜細亜大学アジア研究所所

報73号4頁以下参照。

(2) 第 1草案は，第 1章総則（第 1条～第7条），第 2章信託の設定（第 8

条～第21条），第 3章信託財産（第22条～第29条），第 4章受託者（第30

条～第60条），第 5章受益者（第61条～第71条），第 6章信託管理人（第

72条～第77条），第 7章信託の監督（第78条），第 8章信託の変更及び終

了（第79条～第92条），第 9章公益信託（第93条～第108条），第10章証券

投資信託（第109条～第149条），第11章営業信託（第150条～第175条）の

配列で制定されていた。ちなみに，第 1草案における信託の定義につい

ては，「本法において信託とは，委託者が財産権を受託者に移転し，受託

者が自己の名義で受益者又は特定の目的のために，信託財産を管理又は

処分する法律関係である」（第 3条）と規定していた。この定義規定は，

信託の基本的な要素を押さえており，問題はなかった。

(3) 第5草案は，第 1章総則（第 1条～第 5条），第 2章信託関係第 1節

信託の設定（第 6条～第10条），第 2節信託財産（第11条～第15条），第

3節委託者（第16条～第17条），第4節受託者（第18条～第32条），第 5

節受益者（第33条～第36条），第 6節信託の変更及び終了（第37条～第46

条），第 3章公益信託に関する特別規定（第47条～第59条），第4章信託

会社 第1節信託会社の設立（第60条～第70条），第 2節信託会社の経営

規則（第71条～第80条），第 3節信託会社の監督管理（第81条～第83

条），第 5章法律上の責任（第84条～第96条），第 6章附則（第97条～第

98条）の配列で規定されていた。

(4) 第5草案における信託の定義について，「本法において信託とは，委託

者が受託者に対する信任に基づいて，委託者の財産を受託者に移転し，
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受託者は自已の名義で委託者の指示にしたがって，受益者あるいは特定

の目的のために，財産を管理または処分することである」と規定してい

た。第 5草案における信託の定義について，「委託者の財産を受託者に移

転し」を「委託者の財産権を受託者に移転し」と修正されれば，信託の

定義規定としては，現行信託法の定義規定である「その財産権を受託者

に委託して」よりは適切であると思われる。

(5) 第6草案は，第 1章総則（第 1条～第7条），第2章信託関係 第1節

信託の設定（第 8条～13条），第 2節信託財産（第14条～第19条），第 3

節委託者（第20条～第21条），第 4節受託者（第22条～第39条），第 5節

受益者（第40条～第44条），第 6節信託の変更及び終了（第45条～第55

条），第 3章公益信託に関する特別規定（第56条～第70条），第4章信託

会社 第1節信託会社の設立，変更及び終了（第71条～第86条），第2節

信託会社の経営規則（第87条～第102条），第 3節信託会社の監督管理

（第103条～第111条），第 5章法律上の責任（第112条～123条），第 6章附

則（第124条～第125条）の配列で規定されていた。第 6草案における信

託の定義について，第 2条に規定し，第 5草案の定義規定を修正してい

る。すなわち，第 5草案は「委託者の財産を受託者に移転し」と規定さ

れていたが，第 6草案は「委託者の財産権を受託者に移転し」と規定さ

れていた。第 6草案の定義規定は，第 1草案の定義規定とともに，信託

制度を有する他国の制定法・判例に合致するものであった。

(6) 現行信託法が第 6草案以降どの段階で「その財産権を受託者に委託し

て」と変更されたのか不明であるが，それ以前の第2草案（第2条） •第

3草案（第 2条）にも「その財産権を受託者に委託して」と規定してお

り，現行信託法が「委託して」と規定したために，第28回信託法学会に

おいて，信託ではなく （信託と言えない），代理や委任と変わらない旨の

指摘がなされるようになったのである。立法した以上，信託と言い得る

ために，解釈論として，「その財産権を受託者に移転して」と読み替える

必要があろう。

(7) 全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会編＝主編・下耀武・中華人

民共和国信託法釈義（法律出版社2002年5月）参照。
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Ill．中国信託法の構成

(1) 

中国信託法の各条文を概観する前に，信託法の構成について，触れて

おくと，

第1章は，第 1条から第 5条までで，総則に関する規定として，信託

法の制定目的（第 1条），信託の定義（第2条），信託法の適用範囲（第

3条），国務院の指示権（第4条），信託活動に対する信託法の基本原則

（第 5条）などに関して規定している。

第2章は，第 6条から第13条までで，信託の設定に関する規定とし

て，信託目的の必要性（第6条），信託財産の必要性（第7条），信託の

要式性（第 8条），信託証書の記載事項（第 9条），信託の登記（第10

条），信託の無効（第11条），詐害信託の取消（第12条），遣言信託（第

13条）などに関して規定している。

第3章は，第14条から第18条までで，信託財産に関する規定として，

信託財産の範囲（第14条），信託財産の独立性（第15条），受託者の固有

財産と信託財産との分別（第16条），信託財産に対する強制執行の禁止

（第17条），相殺の禁止（第18条）などに関して規定している。

第4章は，第19条から第49条までで，信託当事者に関する規定とし

て，

第1節委託者，第 2節受託者，第 3節受益者とに細分して規定してい

る。

第1節の委託者については，委託者の適格性（第19条），委託者の権

利（第20条），管理方法の変更（第21条），委託者の損害賠償請求権（第

22条），委託者による受託者の解任請求権（第23条）などに関して規定

し，

第2節の受託者については，受託者の適格性（第24条），受託者の基

本的義務（第25条），信託利益享受の禁止（第26条），信託財産の固有財

産化の禁止（第27条），利益相反行為の禁止（第28条），分別管理義務

（第29条）， 自己執行義務（第30条），共同受託者（第31条），共同受託者

の連帯責任（第32条），記録保存義務および守秘義務（第33条），給付義
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務（第34条），報酬請求権（第35条），報酬請求権行使の要件（第36

条），補償請求権（第37条），辞任（第38条），任務の終了（第39条），新

受託者の選任（第40条），退任受託者の報告書作成義務（第41条），残存

受託者の任務（第42条）などに関して規定し，

第3節の受益者については，受益者の定義（第43条），信託利益の享

受（第44条），共同受益者における信託利益の配分方法（第45条），受益

権の放棄（第46条），受益者の期限到来後の債務（第47条），受益権の譲

渡及び承継（第48条），受益者の権利（第49条）などに関して規定して

いる。

第 5章は，第50条から第58条までで，信託の変更および終了に関する

規定として，信託の解除（第50条），委託者による受益者変更権（第51

条），信託の非終了事由（第52条），信託の終了事由（第53条），信託財

産の帰属権利者（第54条），信託財産移転までの信託の存続（第55条），

信託財産に対する強制執行の例外（第56条），信託終了における受託者

の権利保護（第57条），信託の終了における受託者の計算報告書作成義

務（第58条）などに関して規定している。

第6章は，第59条から第73条までで，公益信託に関する規定として，

公益信託における準用規定（第59条），公益信託の公益性（第60条），公

益信託の奨励（第61条），公益信託の許可（第62条），非公益信託に対す

る信託財産の使用禁止（第63条），信託監察人の設置（第64条），信託監

察人の権限（第65条），公益信託における受託者の辞任（第66条），公益

事業管理機構の検査（第67条），公益事業管理機構による受託者の変更

（第68条），公益事業管理機構による信託条項の変更（第69条），公益信

託における受託者の報告義務（第70条），公益信託における受託者の任

務（第71条），公益目的の継続（第72条），信託当事者の提訴権（第73

条）などに関して規定している。

第7章は，第74条で，附則に関する規定として，信託法の施行期日に

関して規定している。

今回制定された中国信託法は，第 7章まで，全文第74条をもって構成

されている。第6草案まで併記されていた「営業信託」に関する規定は
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削除されている。

個々の条文の内容は別にして，中国信託法の構成の仕方は，台湾信託

法と同じではないが，類似するものと思われる。

(1) 各条文の見出しは、条文の内容に基づいて、筆者の責任で付したもので

ある。

罰中国信託法の概観

中国信託法の各条文を概観し，立法論して問題になると思われる各条
(1) 

文について，解釈論の観点からその是非を検討してみたい。

(1) 信託の設定

先ず，信託の定義について（第 2条），「本法において信託とは，委託

者が受託者に対する信任に基づいて，委託者の財産権を受託者に委託し

て，受託者が委託者の意図に従って自己の名義で，受益者の利益または

特定の目的のために，財産を管理又は処分を行う行為をいう」と規定し

ている。本条の特色は，インド信託法第 3条・韓国信託法第 1条と同
(2) 

様，「委託者の受託者に対する信任に基づいて」と規定したことであ

る。また，「その財産権を受託者に委託し」と規定しているが， 日本の

信託法第 1条のように，「財産権を受託者に移転その他の処分を為し」

と言う文言は設けられていない。しかし，インド信託法は「委託者の財

産権を受託者に移転し」と規定しているのであるが，「財産権の移転そ

の他の処分を為し」と同趣旨の規定と解釈すべきであるとの指摘もある
(3) 

ので，中国信託法の定義規定においても，同じように解釈してはどうか

と思われる。そうでなければ，解釈論として，信託と言えないからであ

る。信託と言い得るためには，財産権の移転がなければならないのであ

る。

つぎに，無効な信託に関する規定のもとで，信託財産の確定性（第11

条2号），受益者の確定性（第11条4号）に関して規定し，信託の三大
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確定性とは別に，信託目的の必要性 (6条），信託財産の必要性 (7

条）を規定している。受益者の必要性については格別規定されていな

い。必要性の規定と確定性の規定は，解釈論として，内容的に重複する

ものであり，二重に制定する必要はない。従って，立法論として，確定

性に関する規定とするか或いは必要性に関する規定にするか， どちらか

に整理されるべきであろう。

第10条2項には，「信託は登記をしなければ無効である」旨の規定が

あるが，信託の登記方法等に関する法律や規定を見つけることができな

い。信託においては，財産権の変動を来すので第三者に与える影響はぎ

わめて大ぎい。したがって，株式，社債券，手形および小切手等有価証

券の公示方法を含めて，信託の登記・登録は必要不可欠である。「信託

は登記をしなければ無効である」旨の規定のみではなく，明文の法律の
(4) 

規定を設けるべきことは言うまでもない。

日本信託法は，不法な目的として，脱法信託（第10条），訴訟信託

（第12条）および詐害信託（第12条）を並べて規定しているが，中国信

託法は，脱法信託，訴訟信託を第11条に無効な信託として規定し，詐害

信託は第12条に別個独立して規定している。脱法信託と訴訟信託は無効

であるが，詐害信託は取消し得る信託とするために，この区別を鮮明に

するためと思われる。しかし，このような規定の仕方は，英国信託法第
(5) (6) 

11条・台湾信託法第 5条にみられるところが，立法論として，最善とは

言えない。

信託は，契約によって設定されることは勿論（第 8条），遣言によっ

ても設定することがでぎることになっている（第13条）。

(2) 受託者の義務及び責任

受託者の義務については， とくに主なものとして，まず，第25条に

は，「（1）受託者は，信託証書の規定を順守し，受益者の最大利益のため

に信託事務を処理しなければならない。 (2)受託者は信託財産を管理する

にあたり，職務を尽くし，誠実，信用，慎重，有効的に管理の義務を遂

行しなければならない」と規定している。本条は，受託者の忠実義務の
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(7) 

規定か否か解釈論として議論の存するところであるが，いずれにして

も，受託者の基本的な義務を明定するものである。それにしても，立法

論として，（2）項は不要で，（1）項のみの規定でもよいのではないかと思わ

れる。本条第2項の規定は，解釈論として，善管注意義務の規定として

設けられたものであろうか。

第26条第 2項は，「受託者が前項の規定に違反し，信託財産を利用し

て自己のために利益を追求した場合，受託者が得た利益は信託財産に帰

属する」と規定する。受託者の義務として草案作成者の立法趣旨は理解

できるが，解釈論として，第14条第 2項の規定で足りるのではないかと
(8) 

思われる。

第29条は，「受託者は，信託財産とその固有財産を分別して管理し，

分別会計をしなければならない」と規定し，受託者の分別管理義務を明

定している。草案作成者は，信託財産と受託者の固有財産とを物理的に

分別管理すれば事足りると考えられたのであろうが，両者間を明確に区

別するためにも，信託の公示が必要になる。そして，この規定は， 16条

1項の規定と重複しており，整理されるべぎである。第16条の規定は
(9) 

まった＜奇々怪々な規定で，後で触れることにしたい。

第30条は，自己執行義務を規定するもので，「（1）受託者は，自ら信託

事務を処理しなければならない。但し，信託証書に別段の定めがあるか

又はやむを得ない事由がある場合は，他人にその処理を委託することが

でぎる。 (2)受託者は，法により信託事務を他人に委託した場合には，こ

の者が代行して信託事務を処理した行為につき責任を負う」と規定して

いる。この規定は，立法趣旨については格別問題にすることはない。し

かし，「法により」とか「委託し」と言う文言は気になるところであ

図。
第31条は，共同受託者による合手的行動の義務に関する規定である

が，（3）項の「共同受託者が共同で信託事務を処理するにあたって意見が

一致しない場合は，信託証書の定めに従い処理する。信託証書に別段の

定めがない場合は，委託者，受益者又は利害関係人によって決める」と

規定している。この規定は，日本信託法と相違して，裁判所によるもの
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ではなく，あくまでも，委託者，受益者又は利害関係人間で決めること

になっている。意見が一致すれば問題ないが，「意見の一致しない場

合」も十分に考えられることであって，それでも「意見の一致を見ない

場合」にはどうするのか疑問の残ることになる。「意見が一致しない場

合」は，裁判所に裁定してもらうことにすべきであろつ。
（せ）

第32条は，共同受託者の連帯責任に関する規定であるが，第2項の規

定は「共同受託者の一人が信託目的に違反して信託財産を処分しまたは

管理職責の違反もしくは信託事務処理の失当により信託財産に損失を生

ぜしめた場合は，その他の受託者は連帯して賠償する責任を負わなけれ

ばならない」と規定している。違反行為に加担していなく・ても，連帯し

て賠償責任を負わなければならないとしたのは，共同受託者として，共

同受託者間の相互監視義務を徹底したものと言える。ちなみに，委託者

が共同受託者とする場合，共同受託者の総合的能力の発揮を期待するこ

ともあることに留意しなければならないであろう。

第33条は，受託者の書類作成と備置義務を規定したものあるが，守秘

義務について，何人に対する守秘義務であるかが問題になり，受託者と

取引する第三者との間で問題になる。受託者と取引する第三者によって

は，何人が委託者であり，受益者であるかは関心のあるところである。

守秘義務の対象になる信託事務の処理に関する書類は，動産や債権につ
(12) 

いての公示の役割もすると言われているからである。

第34条は，受託者のもっとも基本的な義務である受益者に対する給付

義務を規定するものであるが，「信託財産を限度として」の文言は不要

のように思われる。この「信託財産を限度として」と言う文言は，第 5

草案にもあり，削除すべぎことを提言したところである。何か深い意味
(13) 

があるのか知りたいところである。

受託者の義務について，条文の順序にしたがって概観してきたが，善

管注意義務に関する明文規定が存しない。善管注意義務は，受託者の信

託事務処理全般に関する義務として， きわめて重要なものである。立法

論として，受託者の善管注意義務に関する規定を欠鋏するのは問題であ

図。
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(3) 受託者の権利及び権限

先ず，受託者の権利について，第35条は，受託者の報酬請求権を規定

するもので，原則無報酬とし，信託証書に報酬に関する約定があれば報

酬を得る権利を有し，信託証書に予めその約定がなくても，信託当事者

の協議または合意によって補充の定めがでぎることになっている。ま

た，約定された報酬については，信託当事者の協議または合意によっ
(15) 

て，報酬額を増減することができることになっている。信託証書に予め

その約定がなくても，信託当事者の協議または合意によって補充の定め

ができる旨の規定になっているが，解釈論として，本法は，民事信託に

関する規定を前提としているので， 日本信託法（第35条）や英国信託法

（第65条第2項）のように，原則無報酬の規定に徹底させた方が良いよ

うに思われる。この請求権は，信託目的に違反して信託財産を処分した

り，管理の失当によって信託財産に損失を生ぜしめた場合には，信託財

産を原状回復するか，賠償するまでは，報酬を請求することはできない

ことになっている（第36条）。この規定は，格別問題にすることはない

であろう。

第37条は，受託者の補償請求権を規定するもので，信託事務の処理の
ために支出した費用は信託財産のみが負担するものとして，受託者が固

有財産をもって前払いしたときは，信託財産に対して優先的に補償を受

ける権利を有すると規定している。日本信託法は信託財産のほか受益者

に対しても請求することができるなっているが（第36条 2項），中国信

託法は，信託財産のみが補償義務を負うことになっている。補償額が大

きくて信託財産から補償を得られない場合は，解釈論としても，信託財

産の補償で満足しなければならないことになる。この補償請求権は，受

託者が管理職務の違反または信託事務処理の失当の場合には，受託者の

固有財産が負担することになっている。補償請求権は，報酬請求権とは

相違するけれども，同じような性質の権利と捉えられているように思わ

れ鸞。

(4) 受託者の行為の制限
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第26条は，受託者は，報酬を受けることを除いて，信託財産を利用し

て自己のために利益を図ってはいけないことになっている。信託財産を

利用して自己の利益にした場合，その利益は信託財産に帰属させなけれ

ばならないことになっている。要するに，受託者は，信託財産の名義人

として信託財産を管理処分する者であるから，信託報酬を除いて，その

立場を利用して，信託の利益を得てはならないことを意味するものと思
(17) 

われる。

第27条は，受託者は，信託財産を固有財産にしてはならない旨を規定
(18) 

している。この規定だけでは何ら問題がない様に思われるが，第28条

は，「受託者は，信託財産と固有財産との取引または他の信託財産間の

取引をしてはならない」と規定し，但書には「信託証書に別段の定めが

ある場合または委託者もしくは受益者の同意を得てかつ公平な市場価格

で取引する場合はこの限りではない」と規定しているが，第28条の規定

により第27条の立法趣旨が曖昧になっている。第27条と第28条は意味的

に重複しており，第27条は，不要な規定であると思われる。

(5) 受益者の権利及び義務

受益者の権利義務については，第43条に受益者の適格性に関して規定

し，その第2項は「委託者は受益者になることがでぎるが，同一信託の

単独の受益者となることがでぎない」と規定している。「受託者は単独

受益者になることはでぎない」と言うことは理解できるが，「委託者が

同一信託の単独受益者になれない」と言う規定は理解でぎないところあ

る。これは，恐らくミスプリと思われるが，第 2項は不要な規定と思わ

れる。

(19) 
第44条は，「受益者は，信託の効力が生じた日から受益権を享受す

る」ことになっている。解釈論として，「受益者に指定された者は，当

然に信託の利益を享受する」と解することができると思われる。

第46条は，受益者の受益権の放棄に関する規定として，受益者に指定

された者は，信託行為の効力発生と同時に受益の意思表示なしに信託の

利益を享受し得る者であるが，同時に受益者は受益権を放棄することも
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(20) 

できる旨を規定している。受益者に指定された者は，自己の意思に反し

て信託の利益を享受することを強要されることはないからである。そし

て，受益者の全員が受益権を放棄した場合には，信託は終了するが，一

部の受益者が受益権を放棄した場合には，（1）信託証書が指定する者，（2)

その他の受益者，（3）委託者またはその相続人が受益権を取得することに

なっている。第(1)号から第(3)号までの者も受益権を放棄することができ

るのか問題になるが，放棄できることを前提にしているから，第(1)号か

ら第(3)号まで規定したと解することができる。

第47条は，「受益者は弁済期にある債務を弁済することができない場

合は，信託受益権をその債務の弁済に充てることができる」ことになっ

ている。受益権をもって弁済できるとしても，債権額にもよるが，受益

権による弁済で債権者が満足するか疑問である。少なくとも，自益信託

の場合には，受益者は，債務額にもよるが，受益権による弁済方法のみ

ではなく，信託を解除して，信託財産をもって弁済し得る方法も必要で

あろう。

第48条は，「受益者の信託受益権は，法に従って譲渡または相続する

ことができる」旨を規定している。受益権は，経済的価値のある財産権

であるので，原則として，第三者への譲渡または相続の可能性を容認す

るものである。このように，受益権の移転性を容認する以上，譲渡や相

続に限らず，質権の設定性や差押の可能性も容認しなければならないこ

とになる。「原則として」と言うことは，自益信託の受益権については

問題がないとしても，他益信託の受益権については，間題があるので，

委託者の信託設定意図を考慮して，但書により一定の制限を課すことが

でることにしたと思われる。それにしても，受益権の譲渡について，ど

のような方法で譲渡し得るのか問題になる。本法が民事信託（個別信

託）を前提にする限り，原則として，受益権を有価証券にすることがで

きず，また，指図証券や無記名証券にすることも許されないと思われる
(21) 

からである。

第49条は，受益者は，信託の設定者である委託者の有する権利すなわ

ち信託財産の管理処分の調査権（第20条），信託財産の管理方法の変更
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権（第21条），信託違反に対する取消権（第22条），受託者解任請求権

（第23条）をも併有することになっている。この規定は，他益信託にお

ける規定で，委託者に与えられている権利を受益者も有するものとし

て，別個独立して規定されたものである。受益者が委託者と共有する権

利を行使する場合，「委託者の意見と一致しない場合には裁判所に裁定

を求めることがでぎる」ことになっている。解釈論として，委託者が死

亡して存在しないならば，裁判所による裁定は必要ないと言うことかが

問題になる。「委託者の相続人」と言う文言がないからである。

受益者の義務について，前述したように，受託者の損害および補償請

求権について，日本信託法によれば，受託者は受益者に対して損害およ

び補償を請求することができることになっているが，中国信託法におい

ては，信託財産が負担することになっており，受益者は受託者に対し

て，何ら負担しなくてもよいことになっている。

レジメとの関係上，委託者に関して触れる機会がなかったが，委託者

に関しては，第20条以下に規定がある。日本信託法では委託者と受益者

とが併有する権利として同一条文に規定するが，中国信託法は委託者の

権利として，受益者の権利とは別個独立して規定している。日本信託法

と相違する点を簡単に触れておくと，第21条の管理方法の変更につい

て，委託者の信託財産に対する管理方法変更権は裁判所に対して行使す

るのではなく，直接受託者に対して行使することがでぎること，また，
(22) 

第22条の受託者の信託違反による信託財産の処分については，委託者も

取消権を有すること，さらに，信託財産の復旧請求権や損失補償請求権
(23) 

も委託者が有することになっている。このような請求権は，委託者が取

消事由を知り又は知り得た日より 1年以内に行使しなければ消滅するこ

とになっている。

第23条は，委託者の受託者解任請求権に関する規定である。この解任

請求権は，日本信託法では委託者も有しており，裁判所に対する請求権

として規定されている。これに対して，中国信託法においては，委託者

は，裁判所に対して請求することもできるが，裁判所によらず，「信託

証書の規定に基づき受託者を解任することができる」ことにもなってい
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る。

(6) 受託者の任務終了

受託者の任務終了については，第39条によれば，「つぎの規定に該当

する場合，受託者の任務は終了する。 (1)死亡または法により死亡を宣告

された場合，（2）法により民事上の行為無能力または行為能力制限者であ

ることを宣言された場合，（3）法により取消しまたは破産を宣告された場

合，（4）法により解散しまたは法定資格を喪失した場合，（5）辞任または解

任された場合，（6）法律または行政法規が定めるその他の事由が存する場

合」と規定し，「受託者の任務が終了したとぎは，その相続人または遺

産管理人，後見人，清算人は，適切に信託財産を管理し，新受託者が信
(24) 

託財産を引き継げるように協力しなければならない」と規定している。

受託者の任務が終了した場合，新受託者の選任については，第40条に

規定があり，それによると，「受託者の職務が終了する場合には，信託

証書の規定に基づいて新受託者を選任する。信託証書に別段の定めがな

い場合は，委託者が選任し，委託者が指定しないかまたは指定できない
(25) 

場合は，受益者が選任する」ことになっている。この点は， 日本信託法

によれば（第49条），裁判所に対して請求し，裁判所が選任することに

なっている。

(7) 信託の終了

信託の終了については，まず，第50条は，「委託者が受益者と同一人

である場合，委託者またはその相続人は，信託を解除できる。信託証書

に別段の定めがある場合はその定めに従う」と規定している。自益信託

における解除に関する規定である。委託者は，自已の利益のために設定

したのであるから，いつでもその信託を解除でぎるのは何ら問題はな

い。しかし，「信託証書に別段の定めがある場合はその定めに従う」こ

とになっており，信託の解除を制限するような規定になっている。この

「信託証書に別段の定めがある場合はその定めに従う」と言う文言は，
(26) 

解釈論として， 日本民法第651条 2項の役割をさせることを意図してい

るのであろう。したがって，「信託証書に別段の定め」をすることに

-74-



中国信託法について

よって，委託者またはその相続人は，いつでも信託を解除することがで

きるが，その解除が受託者にとって不利益な時期になされたときには，

受託者に対して，損害賠償をしなければならないことになる。

日本信託法は，「信託の解除に関し信託行為に別段の定めあるときは

その定めに従う」と規定し，受託者にも解除権を認める規定になってい
(27) 

るが，前述の中国信託法第50条は，「委託者が受益者と同一人である場

合，委託者又はその相続人は，信託を解除することができる。信託証書

に別段の定めがある場合にはその定めに従う」と規定する。主語が委託

者またはその相続人になっているので，解釈論として，受託者の解除権

を「信託証書に別段の定め」をすることはできないことになる。した

がって，受託者は信託を解除でぎないことになっている。

第51条は，信託設定後における委託者の受益者変更権に関する規定で

ある。第 2項との関係で，ここに規定したと思われるが，立法論とし

て，第4章第 1節の委託者に関する規定の中に編入させるべきと思われ

る。委託者の権利の一つだからである。

第52条は，「信託は，委託者又は受託者が死亡もしくは民事上の行為

能力を喪失し又は法に従って解散もしくは取消もしくは破産の宣告が

あったときでも終了することはなく，また，受託者が辞任しても終了し

ない」旨規定している。このような信託の非終了事由に関する規定は，

委託者は信託設定後離脱することに加えて，「信託は受託者が欠けても

失効しない」と言う原則に基づくものであり，信託の終了と受託者の任

務終了との相違を明らかにするものであるが，立法論として，不要な規
(28) 

定と思われる。

以下，信託終了の効果に関する規定であるが，格別問題はないと思わ

れる。

最後に， レジメとの関係で，触れることのできなかった疑問があると

思われる規定について概観すると，

まず，第15条には「信託財産は，委託者が信託を設定していないその

他の財産と区別しなければならない」と規定している。この意味はどう

しても理解しがたい規定内容になっている。信託財産は受託者に引き渡
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されるので，委託者が信託を設定していないその他の財産と区別しなけ

ればならないような状態は生じないからである。立法論として，不要な

規定と思われる。

つぎに，第15条は，続いて，「信託設定後，委託者が死亡し，または

法により解散し， もしくは取消し， もしくは破産を宣告された場合にお

いて，委託者が単独の受益者であるときは，信託は終了し，信託財産は

その相続財産または破産財団に属する」と規定している。信託証書に別

段の定めがなくても，当然に信託は終了ことになっている。信託の終了

事由を規定する第53条と矛盾することになる。信託の設定者である委託

者が受益者であるため，委託者の死亡により受益者が不存在になり，信

託を存続させることの意義はないと草案作成者は判断されたものと思わ

れる。しかし， 日本の地裁であるが，委託者が破産した場合，受託者の

任務も終了しないことはもちろん，信託も終了しない旨判示した事例が
(29) 

存するのである。さらに，但書に「その受益権は相続財産あるいは破産

財団に属する」と規定するが，「その受益権は」と言うのは適語ではな

く，「当該財産は」または「信託財産は」と言うべきであろう。このこ

ととは別に，立法論として，この規定の内容から，この位置での規定で

適切かきわめて疑問である。

さらに，第16条は，「信託財産は，受託者が所有する財産（以下，固

有財産と略称する）と区別しなければならず，受託者の固有財産に帰属

させまたは固有財産の一部にしてはならない」と規定し，第 2項では

「受託者が死亡し，または法により解散し， もしくは取消し，もしくは

破産を宣告されて，信託が終了したときは，信託財産はその相続財産ま
(30) 

たは破産財団に属しない」と規定している。立法論として，第1項の趣

旨は，第27条および第52条と重複しており，なぜこのような規定を設け

る必要があるのか不思議に思われる。また，第2項については，この規

定に抵触する規定が第39条第 1号に存する。英米の原則であるが，「信

託は受託者が欠けても失効しない」と言う原則があるのにも拘らず，

「受託者が死亡し信託が終了したとぎ」と言う文言は，立法論として，

疑問のある規定と言うことがでぎる。第16条の規定により，解釈論とし
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（却
て，第39条第 1号の規定は存在意義を失うことになるであろつ。

(32) (33) 

最後に，信託管理人制度および信託の監督に関する規定が存しない。

信託管理人（信託監察人）に関する規定は公益信託に見られるが（第64

条），私益信託においても集団信託には欠くことのでない制度であり，

また，信託の監督に関する規定も公益信託には見られるが（第67条），

民事信託（私益信託）に見られない。立法論として，疑問であることは

言うまでもない。

なお，公益信託については，本稿では検討していないが，別稿で改め

て考察する予定である。

(1) 本稿は，中国信託法における各条文の配列に基づいて概観していない

ことをお断わりしておきたい。

(2) インド信託法第 3条は信任 (confidence) と言う文言をもって信託を定

義し，韓国信託法第 1条第 2項も「信任」（漢字）と言う文言をもって信

託を定義している。

(3) 浜田徳海「印度信託法概論（1)」信託協会会報第 8巻第 5号 2頁参照。

(4) 体系的な登記に関する法律の制定が不可能であれば，完全とは言えな

いけれども，信託を管理する主たる所在地の人民法院に「信託証書」（第

8 条•第 9 条）をファイルすることで，登記の代わりをさせることも考

えられる。しかし，第33条に規定する受託者の守秘義務を徹底することは

できなくなる可能性がある。

(5) 制定法ではないが， G.W.Keeton and L.A. Sheridan, The Digest of the 

English Law of Trusts, §11, pp.25 ~ 26。同書の翻訳は海原文雄・中野正

俊監訳＝日本信託銀行信託法研究会訳・イギリス信託法17~18頁参照。

(6) 台湾信託法第5条（信託行為の制限）参照。

(7) 中野「信託における受託者の忠実義務」法学志林第98巻第 2号223頁以

下参照。

(8) 第14条第 2項は「受託者が信託財産の管理，処分又はその他の事由に

より取得した財産は信託財産に属する」と規定する。本条の立法趣旨は

受託者が信託財産を利用して自己のために利益を追求した場合であって

も，また，受益者のために利益を追求した場合であっても，受託者が得
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た財産はすべて信託財産である旨を規定するものだからである。

(9) 本書18頁

(10) 「法により」とは信託法の意味ならば不要であり，「委託」とは委任や

代理を連想させる文言である。したがって，第2項は，「受託者は，他人

に信託事務を処理させた場合，この者が信託事務を処理した行為につき

責任を負う」と規定すべきであろう。日本では「他人」に相当する者を

代人一独立の所見を以て事務を処理，決行する者ーと呼称し（四宮和

夫・信託法［新版］ 237頁），受任者や代理人（復代理人）と相違する概

念として使われている。

(11) カリフォルニアナトl信託法第15620条は「信託証書に別段の定めのない限

り，二人以上の受託者に帰属する権限は，同意見においてのみ行使され

得る」と規定し，同1562条のコメントには「その構成員の多数決によっ

て行動することができる」と記述している。日本の信託理論によれば，

「共同受託者間で意見の一致しない場合」，裁判所に裁定を求めることが

できるが，多数決による決定は認めていない（通説）。ちなみに，受益者

は，第20条乃至第23条に規定する権利を行使するにあたり委託者と意見

が一致しない場合，人民法院に対して裁定を求めることができることに

なっている（第49条参照）。

(12) 四宮和夫・前掲書227頁脚注(1)後段参照。

(13) 「信託財産を限度として」ではなく，「信託利益を限度として」なら

ば，それなりの意味は通じることになる。台湾信託法第30条は，受託者

の有限責任に関して（日本信託法第19条），「受託者が信託行為により受

益者に対して負担する債務は，信託財産を限度においてのみ履行の責任

を負う」との規定を誤解されているのではないかと思われる。

(14) 草案作成者は，第25条第 2項の規定を善管注意義務の規定と解されて

いるのであろうか。

(15) 台湾信託法第38条第2項参照。

(16) 補償請求権は法律上の権利であるが，報酬請求権は契約上の権利であ

る。すなわち，前者は「信託証書に特段の定め」がなくても当然に発生

する権利であるが，後者は「信託証書に特段の定め」をすることによっ

て発生する権利である。

- 78 -



中国信託法について

(17) 解釈論として，受託者の忠実義務を規定するのか議論の存するところ

である。

(18) 解釈論として，受託者の忠実義務を規定するのか議論の存するところ

である。

(19) 解釈論として，信託の設定時か信託の効力発生時かについて問題にな

るが，後者に立法論的に解決している（日本の通説である）。

(20) この位置での受益権放棄に関する規定は，立法論として，賛同する。

(21) 前田 庸「V1I 受益権」信託法研究第10号58頁参照。

(22) 日本信託法第31条では，受益者の固有の権利になっている。この取消

権をめぐって，わが国の信託法学者間のみならず，英米の信託法学者間

でも，対人権か対物権かについて，議論されてきた（海原文雄・英米信

託法概論258頁以下参照神田博司・三和一博「信託の本質について一信

託受益者の権利の性質ー」法学新報第64巻80頁以下参照）。受益者の取消

権は，受託者と取引した第三者との間の法律行為を取り消すことのでき

る権利だからである。信託の基本的構造にも関係するもので， きわめて

重要な問題である。

(23) 委託者が信託財産の復旧請求権や損失補償請求権を有することは格別問

題ではないが，並列して，取消権をも有するとするのは問題である。取消権

は受益権から派生する権利だからである。なお，中野「信託受益者の取消

権について」小林一俊先生古稀記念論文集酒井書店 (2004年3月出版予定）。

(24) 受託者が更迭された場合，信託財産の管理人制度が採用されていない

ために，解任受託者も辞任受託者も新受託者が選任されるまで，信託財産

を管理することになる。解任受託者になお信託財産を管理させるのは問

題である（日本信託法第48条参照）。

(25) 受託者の信託違反による信託財産の処分について，委託者および受益

者は，その受託者に対して損失の補償または信託財産の復旧を請求する

ことができるが，他の受託者は除外されている。共同受託者の連帯責任

に関する規定によれば（第32条），他の受託者は，違反行為に加担してい

なくても，連帯責任を負わなければならないからであろう。

(26) 受益者と受託者は対立関係に立っていなければならないのに，「受託者

の任務が終了した場合，……，委託者が指定するかまたは指定できない
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場合」，受益者が受託者を選任することになっている。奇妙な規定と言え

なくもない。

(27) 日本民法第651条第 2項は「当事者ノ一方力相手方ノ為に不利ナル時期

ニ於テ委任ヲ解除シタルトキハ其ノ損害ヲ賠償スルコトヲ要ス但巳ムコ

トヲ得サル事由アリタルトキハ此限二在ラス」と規定する。

(28) 受託者の信託解除権は，積極的に肯定説に立つ者ではないが，受託者

にとってはきわめて重要な権利の一部であると主張されている（信託法

研究第10号66頁， 102頁（泉氏質問）。

(29) 台湾信託法第8条［信託終了の制限］に同様なる規定がある。

(30) 東京地方裁判所昭和 8年12月9日（昭和 6年（ワ）第3918号取立金引渡

請求事件）法律評論第23巻諸法511頁参照。

(31) 信託財産の独立性を強調するために設けられた規定と思われるが，そ

の前提である「信託が終了したときは」と言う文言があるために，他の

規定（第39条第1号）と抵触することになっている。

(32) 第45条の規定は，私益信託における共同受益者（集団信託）に関する

規定である。この規定での関連で，信託管理人制度の採用は不可欠のも

のである。

(33) 民事信託における信託の監督は，人民法院に委ねるべきものと思われ

る。ちなみに，信託に関して国家機関たる人民法院が介入し得るのは，

詐害信託の取消（第12条），信託財産に対する強制執行の禁止（第17

条），委託者の取消権および信託財産復旧または損失填補請求権（第22

条），委託者による受託者の解任請求権（第23条），受益者の権利（第49

条第 1 項•第 2 項）に関するのみである。これに対して， 日本信託法

は，裁判所が介入し得る事項として，信託管理人の選任（第 8条第 1

項。第 3項），詐害信託の取消権（第12条第 1項民法第424条準用），信託

財産に対する強制執行等の禁止（第16条2項民事執行法第38条および民

事保全法第45条準用），受託者の権利取得の制限（第22条第 1項），管理

方法の変更（第23条第 1 項•第 2 項），裁判所の監督（第41条第 1 項），

受託者の辞任（第46条），受託者の解任（第47条），裁判所の管理人選任

等処分（第48条），裁判所の新受託者の選任（第49条第 1項），受益者の
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請求による裁判所の解除命令（第58条）等に関して規定している。

ちなみに，公益信託および営業信託の場合，公益事業管理機構が設立

許可権（第62条）やその他の機関が設立許可権を有していても，受益者

と受託者間におけるトラブルの解決は裁判所が管轄権を有することは言

うまでもない。

v.結語
(1) 

中国信託法の各条文について概観したのであるが，解釈論ではカバー

できないような立法上の問題点が多々見られる。立法作業の段階で他国
(2) 

の制定法・判例を充分に検討されたと思われるが，立法論として，信託

の基本的な事項は，基本的な事項として，信託法の中に採り入れなけれ

ばならないであろう。信託の基本的な事項は，信託制度を有する国での

共通する事項として，統一されているからである。

まず，信託の定義について，信託と言い得るためには，形式的に，受

託者に対して，「財産権の移転」がなければならない。財産権の移転の

ないのは，代理，間接代理，委任または寄託と同じで，信託と類似する

法制度であるが，信託とは言えないからである。第 1草案（第 3条）お
(3) 

よび6草案（第 3条）の定義規定は信託の特質を捉えていたのである。

したがって，「財産権の委託」では解釈論としてカバーできないので，

立法論として，「本法において信託と言うのは，委託者が受託者に対す

る信任に基づいて，委託者の財産権を受託者に移転（その他の処分を為

し）て，受託者が委託者の意図に従って，自己の名義で，受益者の利益

または特定の目的のために，財産を管理又は処分を行う行為である」と

改正すべきであろう。

つぎに，信託の定義規定とも関係することであるが，委託者の地位に

ついて，受益者の保護を完全なものとするために，委託者に広範な権

利・権限を付与している。委託者は，原則として，信託設定後その信託

から離脱することを前提とすべぎであろう。委託者が信託関係から離脱

しても，委託者の信託設定意図（信託目的）が存続しているので，信託
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設定後は受益者と受託者間の関係として，受益者に任せてもよいように

思われる。とくに，受託者の信託違反に対する取消権は（第22条），他
(4) 

国の立法例に見られるように，受益者の固有の権利とするべきであろ

う。

最後に，立法論として細かいことを言えばまだまだ間題点が存する

が，信託の終了に関する規定全体について，信託目的と信託財産が存在

するかぎり，受益者のために，委託者の死亡や受託者の更迭に関係な

く，信託を存続させるべぎであろう。

現在中国では民法総則・合同契約法に次いで，物権法の立法作業が進

められており，民法全般の規定が出揃った段階で，信託法の見直しを考
(5) 

えておられるようであるが，世界に共通する信託理論に基づいて，ぜひ

信託法全体の見直しをすべきことを進言しておきたい。

研究発表後質問時に，能見善久東京大学教授，新井誠筑波大学教授お

よび植田淳神戸外国語大学教授等から大変貴重なご質問やコメントを頂

き，深く感謝申し上げたい。

また，懇親会会場においても，数多くの学者。実務家から，「私益信

託の規定には，信託管理人や信託財産の管理人の規定がないことの是

非」をはじめ，種々の貴重なご質問やご意見を頂いた。関心の深さに敬

意を表したいと思う次第である。

(1) 草案起草者の立法理由その他を検討しないで，各条文のみから検討し

たもので誤解しているかも知れない。誤解している点があればお許し頂

ぎたいと思っている。

(2) 中国信託法の各条文について，別稿で各国の立法例を紹介しコメント

している（中国信託法第 1条乃至第18条まで，中野「中華人民共和国信

託法一条文とコメント一（1)」亜細亜法学第36巻第 2号19頁以下，中国信

託法第19条乃至第42条まで，同「中華人民共和国信託法一条文とコメン

ト一(2)」亜細亜法学第37巻第 1号19頁以下，中国信託法第43条乃至第58

条まで，同「中華人民共和国信託法一条文とコメント一(3)」亜細亜法学

第38巻第 1号67頁以下，中国信託法第59条乃至第74条まで，同「中華人
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民共和国信託法一条文とコメント一(4)・完」亜細亜法学第38巻第 2号参

照）。

(3) 本書• 4頁（注(2)), 5頁（注(5))

(4) 日本信託法第31条，韓国信託法第52条，台湾信託法第18条および英国

信託法第90条 (GeorgeVl. keeton and L. A. Sheridan, Digest of the 

English Law of Trusts, pp. 105 ~ 106参照。なお，委託者が取消権を有し

ない理由について，中野「信託受益者の取消権について」，小林一俊先生

古稀記念論文集酒井書店 (2004年3月出版予定）参照。

(5) 李飛「中国信託法の経緯と今後」信託第212号28頁参照。
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中華人民共和国信託法

2001年4月28日第 9回全国人民代表大会常務委員会第21次会議において法律

第50号として採択， 2001年4月28日公布， 2001年10月1日施行

目次

第 1章総則

第2章信託の設定

第3章信託財産

第4章信託当事者

第1節委託者

第2節受託者

第3節受益者

第5章信託の変更及び終了

第6章公益信託

第7章附則

第 1章総則

第 1条［本法の制定目的］

本法は，信託関係を調整し，信託行為を規範し，信託当事者の合法的権益

を保護し，信託事業の健全なる発展を促進するために制定する。

第2条［信託の定義］

本法に於いて信託と称するは，委託者が受託者に対する信任に基づいて，

委託者の財産権を受託者に委託して，受託者が委託者の意図に従って自己の

名義で受益者の利益あるいは特定の目的のため，財産を管理又は処分する行

為を言う。

第 3条［本法の適用範囲］

本法は，委託者，受託者及び受益者（以下，信託当事者）が行う中華人民

共和国内における民事，営業，公益の各信託活動について適用する。
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第4条［国務院の制定権］

国務院は，受託者が信託機構の形式で信託活動を行う場合，その組織及び

管理について，具体的な規則を制定する。

第5条［信託活動に対する本法の原則］

信託当事者が信託活動を行うにあたっては，いかなるときでも，法律と行

政法規を遵守しなければならない。私的自治，公平及び信義誠実の原則に従

い，国家利益と社会公共利益を損なってはならない。

第2章信託の設定

第 6条［信託目的の必要性］

信託の設定において，いかなるときでも，合法的な信託目的を必要とす

る。

第7条［信託財産の必要性］

信託の設定において，いかなるときでも，確定できる信託財産を必要とす

る。この信託財産は，委託者が合法的に所有する財産でなければならない。

本法において財産と言うのは，合法的な財産上の権利を含む。

第 8条［信託の要式性］

信託は，書面の形式によって設定されなければならない。

書面の形式は，信託契約，遺言又は法律，行政法規の規則に規定されたそ

の他の文書を含む。

信託契約の形式で信託を設定する場合，信託契約の締結と同時に信託行為

は成立する。その他の書面以外の方法によって信託を設定する場合，受託者

による信託の引受と同時に成立する。

第9条［信託証書の記載事項］

Vヽ

信託を設定する場合，その書面には下記の事項を記載しなければならな

(゚1) 信託目的

(2) 委託者，受託者の氏名又は名称及び住所

(3) 受益者又は受益者の範囲

(4) 信託財産の範囲，種類及び状況

(5) 受益者が信託利益を享受する形式及び方法
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前項の事項を記載するほか，信託の期限，信託財産の管理方法，受託者の

報酬，新受託者の選任方法の形式，信託終了の事由等に関する事項を記載す

ることもできる。

第10条［信託の登記］

信託の設定にあたり，信託財産に関する法律，行政法規の規則及び登記手

続を規定する法律に従って信託の登記をしなければならない。

前項の規定に従って信託の登記をしていない場合，登記の手続をしなけれ

ばならず，登記の手続をしなければ信託は無効である。

第11条［信託の無効］

信託は，下記の場合に該当すれば無効である。

(1) 信託目的が法律，行政法規に違反又は社会的公共利益を損なう場合

(2) 信託財産が確定できない場合

(3) 委託者が違法な財産又は本法により信託を設定できない財産を用いて

信託を設定した場合

(4) 訴訟又は債権の取立を主たる目的とした場合

(5) 受益者又は受益者の範囲が確定できない場合

(6) 法律，行政法規の規則に規定するその他の場合

第12条［詐害信託の取消］

委託者が債権者の利益に損害を与える目的で信託を設定した場合，債権者

は，人民法院に対して，その信託の取消を請求することができる。

前項の規定により人民法院が信託を取消した場合，善意の受益者が既に取

得した信託利益に影響は及ばない。

本条第 1項に規定する取消権は，債権者が取消事由を知り又は知り得た日

より 1年以内に行使しなければ消滅する。

第13条［遺言信託］

遺言により信託を設定する場合，相続法の規定を準用する。

遺言により受託者に指名された者が信託を引き受けないか又は引き受ける

ことができない場合，受益者は，受託者を選任することができる。受益者が

民事行為無能力者又は制限民事行為無能力者である場合，法律の規定に従っ
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て，その後見人が受託者を選任する。但し，遣言に受託者の選任に関する別

段の定めがある場合はその定めに従う。

第3章信託財産

第14条［信託財産の範囲］

受託者が信託を引受け取得した財産は，信託財産である。

受託者が信託財産の管理，運用，処分又はその他の事由により取得した財

産は，信託財産に属する。

法律，行政法規により流通を禁止されている財産は，信託財産にすること

はできない。

法律，行政法規により流通を制限されている財産は，法律の規定する主務

官庁の許可を受けた後であれば信託財産とすることができる。

第15条［信託財産の独立性］

信託財産は，委託者が信託を設定していないその他の財産と区別しなけれ

ばならない。信託設定後，委託者が死亡又は法律の規定により解散，取消若

しくは破産の宣告を受けた場合において，委託者が単独受益者であるとき

は，信託は終了し，信託財産は相続財産或いは破産財団に属する。委託者が

単独受益者ではない場合には，信託は存続し，信託財産は相続財産或いは破

産財団に属さない。但し，共同受益者である委託者が死亡又は法律の規定に

より解散，取消若しくは破産の宣告を受けたとき，その受益権は，相続財産

或いは破産財団に属する。

第16条［信託財産の分別］

信託財産は，受託者に属する財産（以下，固有財産）と区別すべきであ

り，受託者の固有財産に属させ又は固有財産の一部にすることはできない。

受託者の死亡又は法律の規定に従って解散，取消若しくは破産の宣告を受

けて信託が終了したとき，信託財産は相続財産或いは破産財団に属さない。

第17条［信託財産に対する強制執行等の禁止］

下記の場合を除いて，信託財産に対して強制執行することはできない。

(1) 信託設定前に債権者が信託財産に対して優先的に弁済を受ける権利を

有し又は法律の規定により当該権利を行使する場合

(2) 受託者が信託事務の処理につき生じた債務に対して債権者が当該債務
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の弁済を求めた場合

(3) 信託財産に対する公租公課

(4) 法律に規定するその他の場合

前項の規定に違反して信託財産に対して強制執行した場合，委託者，受託

者又は受益者は，人民法院に異議の申立を行う権利を有する。

第18条［相殺の禁止］

受託者が信託財産を管理，運用又は処分するにあたって生じた債権は，受

託者の固有財産から生じた債務と相殺することはできない。

受託者が異なる委託者の信託財産を管理，運用又は処分するにあたって生

じた債権債務は，お互いに相殺することはできない。

第4章信託当事者

第 1節委託者

第19条［委託者適格］

委託者になり得る者は，完全な民事行為能力を有する自然人，法人又は法

律により成立したその他の組織でなければならない。

第20条［委託者の権利］

委託者は，信託財産の管理，運用，処分及び収支の状況を調査する権利を

有し，受託者に対して説明を求める権利を有する。

委託者は，信託財産に関する信託帳簿及び信託事務の処理，その他の文書

の調査，書き取り又は複写する権利を有する。

第21条［管理方法の変更］

信託設定当時に予見することができない特別な事情により，当該信託財産

の管理方法では信託目的を実現することができず又は受益者の利益に適さな

くなった場合，委託者は，受託者に対して当該信託財産の管理方法を変更す

る権利を有する。

第22条［委託者の取消権等］

受託者が信託目的に反して信託財産の処分又は管理の責任に違反し，信託

事務を処理するにあたり，受託者の過失によって信託財産に損失を生じさせ

た場合，委託者は，人民法院に対して当該処分行為の取消を請求することが

でき，受託者に対して信託財産の復旧又は損失の填補を請求することができ
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る。信託目的に違反することを知りながら当該信託財産を受取った者は，信

託財産の返還或いは賠償をしなければならない。

前項に規定する請求権は，委託者が取消事由を知り又は知り得た日より 1

年以内に行使しなければ消滅する。

第23条［委託者の解任請求権］

受託者が信託目的に違反して信託財産の処分又は信託財産を管理，処分す

るにあたり重大な過失があるとき，委託者は，信託証書の定めに従って，受

託者を解任するか又は人民法院に対して，受託者の解任を請求することがで

きる。

第2節受託者

第24条［受託者適格］

受託者になり得る者は，完全な民事行為能力を有する自然人又は法人であ

る。

法律，行政法規の規則に規定する受託者適格の要件について，別段の定め

がある場合にはその定めに従う。

第25条［受託者の忠実義務］

受託者は，信託証書の定めを遵守し，受益者の最大利益のために尽力し，

信託事務を処理しなければならない。

受託者は，任務を遵守し，誠実，信用，慎重，有効的に管理の義務を遂行

し，信託財産を管理しなければならない。

第26条［受託者の信託利益享受の禁止］

受託者は，本法の規定に従って報酬を得る場合を除くの外，信託財産を利

用して自己のために利益を追求してはならない。

受託者が前項の規定に違反して，信託財産を利用して自己のために利益を

追求した場合，受託者が得た利益は信託財産に帰属する。

第27条［信託財産の固有財産化の禁止］

受託者は，信託財産を固有財産にすることはできない。信託財産を固有財

産にした場合，当該信託財産の原状回復をしなければならない。信託財産に

損害が生じた場合は賠償責任を負う。

第28条［利益相反行為の禁止］
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受託者は，固有財産と信託財産又は委託者の異なる信託財産との間でいか

なる取引もしてはならない。但し，信託証書に別段の定めがあるか又は委託

者或いは受益者の同意があり，適正な市場価格で取引する場合を除く。

受託者は，前項の規定に違反して信託財産に損失を生じさせた場合，賠償

の責任を負う。

第29条［信託財産の分別管理義務］

受託者は，信託財産，固有財産及び他の信託財産と分別管理し，分別会計

としなければならない。

第30条［自己執行義務］

受託者は，自ら信託事務を処理しなければならない。但し，信託証書に別

段の定めがあるか又はやむを得ない事由がある場合には，第三者に委託する

ことができる。

受託者は，法律の規定に従って，信託事務を第三者に委託した場合，第三

者が代行して為した信託事務の処理に対して責任を負わなければならない。

第31条［共同受託者］

同一信託において受託者が二人以上いる場合，共同受託者とする。

共同受託者は，共同で信託事務を処理しなければならない。但し，信託証

書に各々の受託者が処理すべき事務を具体的に定めている場合は，その定め

に従う。

共同受託者は，共同で信託事務の処理をするとき，その意見が一致しない

場合，信託証書の定めに従って処分する。信託証書に定めがない場合，委託

者，受益者又は利害関係人によって決められる。

第32条［共同受託者の連帯責任］

共同受託者は，信託事務の処理にあたり第三者に対して生じた債務につい

て連帯して弁済する義務を負わなければならない。第三者が共同受託者の一

人に対して為した意思表示は，他の受託者に対しても同様の効力を生じる。

共同受託者の一人が信託目的に違反して信託財産を処分するか又は管理の

任務に違反して不正に信託事務を処理したために信託財産に損失を生じさせ

た場合，他の受託者も連帯して賠償の責任を負わなければならない。

第33条［受託者の記録保存義務及び守秘義務］

受託者は，信託事務の処理に関するすべての記録を保存しなければならな
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Vヽ

゜
受託者は，侮年一回，一定の時期において，信託財産の管理，運用，処分

及び収支状況を委託者及び受益者に報告しなければならない。

受託者は，委託者，受益者に対する関係について，信託事務を処理した状

況と資料に対して，法律に従って秘密を守らなければならない。

第34条［受託者の給付義務］

受託者は，信託財産を限度として，受益者に対して，信託利益を給付しな

ければならない。

第35条［受託者の報酬請求権］

受託者は，信託証書の定めに従って，報酬を受ける権利を有する。予め信

託証書に定めがない場合は，信託当事者の協議により特段の定めを付するこ

とができる。事前の特段の定め又は事後の補充がなされない場合，報酬を受

けることはできない。

信託当事者の協議により特段に定めた報酬は，増額又は減額することがで

きる。

第36条［受託者の報酬請求権行使の要件］

受託者は，信託目的に違反して信託財産を処分するか又は管理の任務に違

反して不正に事務を処理したために信託財産に損失を生じさせた場合，信託

財産を原状回復させるか又は賠償するまでは報酬の支払を請求することはで

きない。

第37条［受託者の補償請求権］

受託者が信託事務の処理のために支出した費用及び第三者に対して負担し

た債務は，信託財産が負担する。受託者は，固有財産により事前に費用を負

担した場合，信託財産に対して優先的に補償を受ける権利を有する。

受託者が管理の任務に違反するか又は不正に信託事務を処理した場合，受

託者は，第三者に負担した債務又は自己が受けた損失を固有財産をもって負

担しなければならない。

第38条［受託者の辞任］

信託設定後，受託者は，委託者と受託者の同意があれば，辞任することが

できる。本法において公益信託の受託者について別段の定めがある場合，そ

の定めに従う。
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受託者が辞任した場合，新受託者が選任されるまでは，前受託者が引き続

ぎ信託管理事務の責任を負わなければならない。

第39条［受託者の任務終了］

受託者は，下記に該当する場合，その任務は終了する。

(1) 死亡又は法律に従って死亡を宣告された場合

(2) 法律に従って民事行為無能力者又は制限民事行為無能力者であること

を宣告された場合

(3) 法律に従って罷免又は破産の宣告を受けた場合

(4) 法律に従って解散又は法定資格を喪失した場合

(5) 辞任又は解任された場合

(6) 法律，行政法規の規則その他の場合

受託者の任務が終了した場合，受託者の相続人或いは遺産管理人，後見

人，精算人は，信託財産を適切に保管し，新受託者の信託事務の引継ぎに協

力しなければならない。

第40条［新受託者の選任］

受託者の任務が終了した場合，信託証書の定めに従って新受託者を選任す

る。信託証書に定めがない場合，委託者によって選任される。委託者が指定

しないか又は指定する能力がない場合，受益者によって選任される。受益者

が民事行為無能力者又は制限民事行為無能力者である場合，法律の規定に

従って，その後見人が代行して選任する。

新受託者は，前受託者の信託事務を処理する権利と義務を承継する。

第41条［退任受託者の報告書作成義務］

受託者は，本法第39条第 1項第(3)号乃至第(6)号を事由にして任務が終了し

た場合，信託事務の処理に関する報告書を作成し，信託財産の移転手続及び

信託事務の移転手続をしなければならない。

前項の報告書は，委託者又は受益者の許可を受けて，前受託者に対して報

告書に列挙された事項について免責する。

第42条［残存共同受託者の任務］

共同受託者の一人が任務を終了した場合，信託財産は，その他の受託者に

よって管理又は処分される。

- 92-



中国信託法について

第 3節受益者

第43条［受益者の定義］

受益者は，信託において，信託の利益を享受する者である。受益者は，自

然人，法人又は法律の規定に従って成立した他の組織である。

委託者は受益者になることができる。同一の信託において単独受益者にな

ることもできる。

受託者は，受益者になることもできるが，同一の信託において単独受益者

になることはできない。

第44条［受益者の信託利益の享受］

受益者は，信託の効力発生時より信託の利益を享受することができる。信

託証書に別段の定めがある場合は，その定めに従う。

第45条［共同受益者の信託利益の配分方法］

共同受益者は，信託証書の定めに従って信託利益を享受する。信託証書

上，信託利益に関して配分比率又は配分方法の定めがない場合，各受益者

は，均等配分によって信託利益を享受する。

第46条［受益権の放棄］

受益者は，信託の受益権を放棄することができる。受益者全員が信託の受

益権を放棄する場合，信託は終了する。

一部の受益者が信託の受益権を放棄する場合，放棄された信託の受益権

は，下記の順位で帰属する。

(1) 信託証書により定められた人

(2) その他の受益者

(3) 委託者又はその相続人

第47条［受益者の期限到来後の債務］

受益者が期限の到来した債務を弁済できない場合，その信託の受益権を

もって債務を弁済することができる。但し，法律，行政法規及び信託証書に

制限的な定めのある場合を除く。

第48条［受益権の譲渡及び承継］

受益者は，法律の規定に従って，信託の受益権の譲渡及び承継することが

できる。但し，信託証書に制限的な定めがある場合を除く。

第49条［受益者の権利］
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受益者は，本法第20条乃至第23条に規定する権利を行使することができ

る。受益者は，前記の権利を行使するにあたり委託者と意見が一致しない場

合，人民法院に対して裁定を請求することができる。

受託者は，本法第22条第 1項に列挙された行為において，共同受託者の一

人が人民法院に対してその処分行為の取消を請求し，人民法院が取消を認め

る裁定を下した場合，共同受益者の全員にその効力が及ぶ。

第5章信託の変更及び終了

第50条［信託の解除］

受託者が受益者と同一人である場合，委託者又はその相続人は，信託を解

除することができる。信託証書に別段の定めのある場合には，その定めに従

゜
、つ

第51条［委託者の受益者変更権］

信託設定後，下記に該当する場合，委託者は，受益者を変更するか又は受

益者の有する信託の受益権を処分することができる。

(1) 受益者が委託者に対して重大なる権利侵害を行った場合

(2) 受益者がその他の共同受託者に対して重大なる権利侵害を行った場合

(3) 受益者の同意を得た場合

(4) 信託証書に定めるその他の事情が生じた場合

前項第(1)号，第(3)号，第(4)号に該当する場合，委託者は，信託を解除する

ことができる。

第52条［信託の非終了事由］

信託は，委託者又は受託者の死亡，民事行為能力の喪失，法律の規定によ

る解散，取消若しくは破産の宣告を受けたことによって終了せず，又受託者

の辞任によっても終了しない。但し，本法又は信託証書に別段の定めがある

場合を除く。

第53条［信託の終了事由］

下記の事由に該当する場合，信託は終了する。

(1) 信託証書の定めに従って終了事由が発生した場合

(2) 信託の存続が信託目的に違反する場合

(3) 信託目的の達成又は不達成の場合
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(4) 信託が取り消された場合

(5) 信託が解除された場合

第54条［信託財産の帰属権利者］

信託が終了した場合，信託財産は，信託証書に定める者に帰属する。信託

証書に別段の定めがない場合，下記の順位で帰属する。

(1) 受益者又はその相続人

(2) 委託者又はその相続人

第55条［権利移転までの信託の存続］

前条の規定に従って信託財産の帰属が確定した後，その信託財産を帰属権

利者に移転するまで，信託は存続し，帰属権利者を受益者と看倣す。

第56条［信託終了後の信託財産に対する強制執行］

信託の終了後，本法第17条に規定する事由に従って，原信託財産に対して

強制執行する場合，帰属権利者を被執行人と看倣す。

第57条［信託終了における受託者の権利保護］

信託の終了後，受託者は，本法の規定に従って報酬支払請求権及び信託財

産に対する補償請求権を有している場合，信託財産を留置し又は信託財産の

帰属権利者に請求することができる。

第58条［信託の終了における受託者の計算報告書作成義務］

信託の終了後，受託者は，信託事務の処理に関する清算報告書を作成しな

ければならない。受益者或いは信託財産の帰属権利者が清算報告書に異議を

申し立てない場合，受託者は，清算報告書に記載された事項について責任を

解除する。但し，受託者に不正行為がある場合を除く。

第6章公益信託

第59条［公益信託における準用規定］

公益信託には，本章の規定を適用する。本章に規定がない場合には，本法

及びその他関連する法律の規定を適用する。

第60条［公益信託の公益性］

下記に規定する公共の利益を目的として設定された信託は，公益信託であ

る。

(1) 貧困者の救済
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(2) 被災者の救済

(3) 障害者の扶助

(4) 教育，科学技術，文化，芸術，体育事業の発展

(5) 医療衛生事業の発展

(6) 環境保護事業の発展及び生態環境の維持

(7) その他社会公益事業の発展

第61条［公益信託の奨励］

国家は，公益信託の発展を奨励する。

第62条［公益信託の許可］

公益信託の設定及び受託者の確定は，公益事業関係管理機関（以下，公益

事業管理機構）の許可を得なければならない。

公益事業管理機構の許可を得ていない場合，公益信託の名称で活動するこ

とはできない。

公益事業管理機構は，公益信託の活動について支援しなければならない。

第63条［非公益目的に対する信託財産の使用禁止］

公益信託における信託財産及びその収益は，非公益目的に使用することは

できない。

第64条［公益信託における信託監察人の設置］

公益信託は，信託監察人を設置しなければならない。

信託監察人は，信託証書により定める。信託証書に定めがない場合，公益

事業管理機構が指名する。

第65条［信託監察人の権限］

信託監察人は，自己の名義で受益者の利益を保護するために，訴訟の提起

又はその他の法律行為を行う権利を有する。

第66条［公益信託における受託者の辞任］

公益信託の受託者は，公益事業管理機構の許可を得なければ辞任すること

はできない。

第67条［公益事業管理機構の検査］

公益事業管理機構は，受託者の公益信託事務の処理状況及び財産状況を検

査することができる。

受託者は，少なくとも毎年一回信託事務の処理状況及び財産状況の報告書
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を作成し，信託監察人の許可を得て公益事業管理機構に報告し，審査を経て

公告しなければならない。

第68条［公益事業管理機構による受託者の変更］

公益信託の受託者が信託義務に違反し又は任務を遂行できない場合，公益

事業管理機構は，受託者を変更することができる。

第69条［公益事業管理機構による信託条項の変更］

公益信託の設立後，信託設定時に予見し得ない事由が生じた場合，公益事

業管理機構は，信託目的に従って，信託証書に関係のある条項に変更するこ

とができる。

第70条［公益信託における受託者の報告義務］

公益信託を終了する場合，受託者は，終了事由の発生日より15日以内に，

終了の事由及び期日を公益事業管理機構に報告しなければならない。

第71条［公益信託における受託者の任務］

公益信託を終了する場合，受託者は，信託事務の処理に関する清算書を作

成し，信託監察人の許可を得て，公益事業管理機構に報告し，その審査を経

て公告しなければならない。

第72条［公益目的の継続］

公益信託が終了した場合，信託財産の帰属権利者が不在又は信託財産の帰

属権利者が不特定の社会公衆であるときは，公益事業管理機構の許可を得

て，受託者は信託財産を当初の公益目的に類似するその他の公益信託に信託

財産を移転しなければならない。

第73条［信託当事者の提訴権］

公益事業管理機構が本法の規定に違反する場合，委託者，受託者又は受益

者は，人民法院に対して提訴する権利を有する。

第7章附則

第74条［施行期日］

本法は， 2001年10月1日より施行する。
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